
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）税法と民法で異なる考え方

税法では、婚姻期間が
居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与
が行われた場合に、贈与税の基礎控除
ほかに最高
配偶者控除の特例」があります。
 この特例を使った場合、居住用財産の贈与は贈与
税を申告した上で行われ、被相続人の財産から切り
離されることになります。
 ところが、改正前民法（以下、旧民法）では、税
制上の特例を使って生前贈与された不動産であっ
ても配偶者の「特別受益」とされ、被相続人（亡く
なった配偶者）から遺産の「先渡し」を
として考えます。
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の前渡しを受けたものとして遺産額に含めて考え、遺産分割の計算にあたって、贈与財産を相続
財産に持戻して相続分を計算することになっていました（旧民法903条①）
　改正法では、配偶者に生前贈与された居住用不動産については、持戻しを免除する規定が設けら
れました（改正民法903条④）
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